
情報公開文書（ミダゾラム） 

  作成日： 2026 年 1 月 14 日 

当院の未承認新規医薬品等を評価する委員会において下記の治療法が承認されました。対象者と

なられる方から同意をいただくことにかえて、病院ホームページにて情報を公開することにより

投薬を実施しております。なお、本件について同意できない場合、あなた自身への日常診療にお

ける不利益はございません。本内容に関して拒否される場合やご質問がございましたら、下記の

お問い合わせ先までご連絡ください。 

 

医療の内容 内視鏡検査時・処置時におけるミダゾラム注の使用 

実施責任者 中東遠総合医療センター 病院長 宮地正彦 

対象者 内視鏡検査時に鎮静が必要と判断された患者様 

承認日     2026 年   1 月  19 日 

対象期間 承認から永続的 

概要 【目的・意義】 

 ミダゾラムの適応は麻酔前投与、全身麻酔、人工呼吸中の鎮静、歯科･口腔

外科での鎮静であり、その他の中等度鎮静に対しては適応外となります。一

方で処置や検査における鎮静は、患者の苦痛を取り除くために必要となり、

「内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン」ではミダゾラムの使用を

推奨しています（2C）。当院では、適切かつ安全な鎮静のために、実施前か

ら実施後まで、対象患者様の評価や観察を行いながら、内視鏡検査時・処置

時におけるミダゾラム注を使用することがあります。 

 

【想定される不利益と対策】 

 鎮静剤投与により呼吸抑制、誤嚥、循環障害、アナフィラキシー等が発生

する可能性があります。対象患者の状態を常に観察することで早期に発見

し、適切な処置を行います（保険診療範囲内）。 

 

【ミダゾラム注投与時の保険の取り扱い】 

 「消化器内視鏡検査及び消化器内視鏡を用いた手術時の鎮静」および「全

身麻酔を伴わない気管支鏡検査若しくは気管支鏡を用いた手術時の鎮静」に

対する使用は、国民健康保険、社会保険ともに当該使用事例を審査上認める

とされています。 

お問い合わせ先 中東遠総合医療センター 薬剤部 

電話番号：0537-21-5555 

 


